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鳥取県高等学校現業職員労働組合との労働協約の一部改訂について

平成19年12月21日

高 等 学 校 課

１ 改訂理由

平成１９年１１月議会において、職員の育児休業等に関する条例等の一部改正及び職員

の自己啓発等休業に関する条例の設定が付議されたことに伴い、現業職員の育児休業等及

び自己啓発等休業に係る規定の整備を行うため労働協約を改訂するもの。

２ 改訂概要

平成１９年３月２６日に鳥取県高等学校現業職員労働組合と締結した労働協約を、次の

とおり改訂するもの。

（１）部分休業の対象となる子の年齢の引き上げ

部分休業の対象となる子を小学校就学の始期に達するまでの子（現行 ３歳に満たな

い子）とし、その時間を２時間を超えない時間に限ることとする。

（２）育児短時間勤務に伴い採用される短時間勤務職員の手当

育児短時間勤務に伴い採用される短時間勤務職員には扶養手当、住居手当、単身赴任

手当、退職手当を支給しないこととする。

（３）自己啓発等休業承認期間の給与

自己啓発等休業の承認を受けた組合員については、自己啓発等休業をしている期間に

ついては、給与を支給しないこととする。

（４）その他所要の規定の整備

第８条第２項、第11条第６号、第７号及び第35条第２項における法令名及び適用条等

の軽微な瑕疵の治癒を行う。

３ 適用期日

協約締結日。ただし、（２）及び（３）については平成２０年４月１日から適用。

４ 現在までの状況

平成１９年１１月３０日 労働組合に文書で労働協約の一部改訂について申し入れ

平成１９年１２月 ４日 労働組合と合意
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鳥取県高等学校現業職員労働組合との労働協約の一部を改訂する協約案

鳥取県高等学校現業職員労働組合との労働協約（平成19年３月26日締結）の一部を次のように改訂する。

次の表の改訂前の欄中条の表示に下線が引かれた条（以下「移動条」という。）に対応する同表の改訂後の欄中条の表示に下線が引

かれた条（以下「移動後条」という。）が存在する場合には、当該移動条を当該移動後条とし、移動後条に対応する移動条が存在しな

い場合には、当該移動後条（以下「追加条」という。）を加える。

次の表の改訂前の欄中下線が引かれた部分（条の表示を除く。以下「改訂部分」という。）に対応する同表の改訂後の欄中下線が引

かれた部分（条の表示及び追加条を除く。以下「改訂後部分」という。）が存在する場合には、当該改訂部分を改訂後部分に改め、改

訂後部分に対応する改訂部分が存在しない場合には、当該改訂後部分を加える。

改訂後 改訂前

（部分休業） （部分休業）

第８条 組合員の育児に伴う部分休業（当該組合員がその小学校 第８条 組合員の育児に伴う部分休業（当該組合員がその３歳に

就学の始期に達するまでの子を養育するため１日の勤務時間の 満たない子を養育するため１日の勤務時間の一部を勤務しない

一部（２時間を超えない範囲内の時間に限る。）について勤務 ことをいう。以下同じ。）については、地方公務員の育児休業

しないことをいう。以下同じ。）については、地方公務員の育 等に関する法律（平成３年法律第110号）の適用を受ける者の

児休業等に関する法律（平成３年法律第110号。以下「育児休 例による。

業法」という。）の適用を受ける者の例による。

２ 組合員の修学部分休業（当該組合員が修学のため１週間の勤 ２ 組合員の修学部分休業（当該組合員が修学のため１週間の勤

務時間の一部を勤務しないことをいう。以下同じ。）について 務時間の一部を勤務しないことをいう。以下同じ。）について

は、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第26条の２の規定 は、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第26条の３の規定

の適用を受ける者の例による。 の適用を受ける者の例による。

（分限及び懲戒） （分限及び懲戒）

第11条 組合員の分限及び懲戒については、次の法律等を適用す 第11条 組合員の分限及び懲戒については、次の法律等を適用す

る。 る。

(１)～(５) 略 (１)～(５) 略

(６) 職員の懲戒の手続、効果等に関する条例（昭和26年鳥取 (６) 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和26年鳥取

県条例第40号） 県条例第40号）

(７) 職員の懲戒の手続、効果等に関する規則（昭和26年鳥取 (７) 職員の懲戒の手続及び効果に関する規則（昭和26年鳥取

県人事委員会規則第８号） 県人事委員会規則第８号）

（特殊勤務手当の種類等） （特殊勤務手当の種類等）

第35条 特殊勤務手当の種類は、有害物等取扱手当とする。 第35条 特殊勤務手当の種類は、有害物等取扱手当とする。

２ 有害物等取扱手当の支給を受ける職員の範囲及び手当の額 ２ 有害物等取扱手当の支給を受ける職員の範囲及び手当の額

は、職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和27年鳥取県条例第 は、職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和27年鳥取県条例第

39号）の規定の適用を受ける者の例による。 39条）の規定の適用を受ける者の例による。

（再任用組合員等についての適用除外） （再任用組合員等についての適用除外）

第45条 第31条、第32条、第34条及び第43条の規定は、再任用組 第45条 第31条、第32条、第34条及び第43条の規定は、再任用組

合員及び育児休業法第18条第１項又は任期付職員の採用等に関 合員及び任期付職員の採用等に関する条例（平成14年鳥取県条

する条例（平成14年鳥取県条例第67号）第４条の規定により任 例第67号）第４条の規定により任期を定めて採用された組合員

期を定めて採用された組合員には、適用しない。 には、適用しない。

（自己啓発等休業の承認を受けた組合員の給与）

第47条 地方公務員法第26条の５第１項の規定による承認を受け

た組合員には、自己啓発等休業をしている期間については、給

与を支給しない。

（育児休業の承認を受けた組合員の給与等） （育児休業の承認を受けた組合員の給与等）

第47条の２ 育児休業法第２条第１項の承認を受けた組合員に 第47条 地方公務員の育児休業等に関する法律第２条第１項の承

は、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。 認を受けた組合員には、育児休業をしている期間については、

ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。 給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、

この限りでない。

２ 略 ２ 略

附 則（平成19年 月 日）

この協約は、締結の日から適用する。ただし、第45条の育児休業法第18条第１項に係る適用除外部分及び第47条の規定については平

成20年４月１日から適用する。
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労
働

協
約

-
1

-

労
働
協
約

目
次

第
１
章

総
則
（

第
１
条
・

第
２
条
）

第
２
章

組
合
活

動
（
第
３

条
－
第
６

条
）

第
３
章

勤
務
時

間
、
休
暇

等
（
第
７

条
－
第
９

条
）

第
４
章

人
事
（

第
10
条
・

第
11
条
）

第
５
章

苦
情
処

理
（
第
1
2
条
－
第
2
0
条
）

第
６
章

団
体
交

渉
（
第
2
1
条
－
第
2
6
条
）

第
７
章

給
与
等

（
第
2
7条

－
第
5
2条

）
第
８
章

協
約
の

期
間
及
び

改
訂
（
第

53
条
－
第

55
条
）

附
則 第

１
章

総
則

（
目
的
）

第
１
条

こ
の
協
約
は
、
鳥
取

県
教
育
委

員
会
（
以

下
「
甲
」

と
い
う
。

）
と
鳥
取

県
高
等
学

校
現
業
職

員
労
働

組
合
（
以

下
「
乙
」

と
い
う
。

）
と
が
、

業
務
の
能

率
的
な
遂

行
と
組
合

員
の
労
働

条
件
の
維

持
改
善

に
資
す
る

と
と
も
に

そ
の
平
和

的
な
労
働

関
係
の
確

立
を
図
る

こ
と
を
目

的
と
し
て

締
結
す
る

。
（
協
約
適

用
の
範
囲
）

第
２
条

こ
の
協
約
の
適
用
を

受
け
る
者

の
範
囲
は

、
鳥
取
県

立
高
等
学

校
及
び
鳥

取
県
立
特

別
支
援
学

校
に
勤

務
す
る
組

合
員
で
、

次
の
職
に

あ
る
も
の

と
す
る
。

学
校

技
能
班
長

、
学
校
技

能
副
班
長

、
自
動
車

整
備
士
、

運
転
士
、

現
業
主
事

又
は
学
校

技
能
主
事

２
乙
は

、
前
項
に

定
め
る
職

員
以
外
の

者
を
組
合

員
と
す
る

こ
と
が
で

き
る
。

第
２
章

組
合
活
動

（
組
合
活

動
の
時
間
）

第
３
条

組
合
員
の

組
合
活
動

は
、
勤
務

時
間
外
に

行
う
も
の

と
す
る
。

２
前
項

の
規
定
に

か
か
わ
ら

ず
、
組
合

員
は
、
勤

務
時
間
中

次
の
会
合

等
に
出
席

す
る
こ
と

が
で
き
る

。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
甲
は

、
当
該
組

合
員
の
職

務
に
専
念

す
る
義
務

を
免
除
す

る
。

(１
)

団
体
交
渉

(２
)

苦
情
処
理

共
同
調
整

会
議

３
組
合

員
は
、
前

項
の
会
合

等
に
出
席

す
る
場
合

は
、
そ
の

つ
ど
所
属

長
に
そ
の

旨
を
届
け

出
な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

（
組
合
の

宣
伝
活
動

）
第
４
条

甲
は
、
そ

の
施
設
内

に
、
乙
が

専
用
掲
示

板
を
設
置

す
る
こ
と

を
認
め
る

。
２

前
項

の
掲
示
板
の
数
及
び

位
置
は
、

乙
の
申
請

に
基
づ
い

て
甲
が
決

定
す
る
。

３
掲
示

板
を
使
用
す
る
に
当

た
っ
て
の

掲
示
内
容

は
、
組
合

活
動
の
範

囲
内
と
す

る
。
言
論

の
発
表
、

文
書
の

配
布
、
放

送
等
の
内

容
も
ま
た

同
様
と
す

る
。

（
組
合
業

務
専
従
者
）

第
５
条

甲
は
、
乙

が
組
合
員

の
中
か
ら

組
合
役
員

と
し
て
専

ら
組
合
の

業
務
に
従

事
す
る
者

を
置
く
こ

と
を
許

可
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の

場
合
に
お

い
て
、
甲

は
い
か
な

る
給
与
も

支
給
し
な

い
。

２
前
項

の
許
可
の

期
間
は
、

職
員
と
し

て
の
在
職

期
間
を
通

じ
、
７
年

を
超
え
な

い
範
囲
内

と
す
る
。

（
組
合
規

約
の
提
出

等
）

第
６
条

乙
は
、
次

の
各
号
の

一
に
該
当

す
る
場
合

は
、
そ
の

都
度
甲
に

通
知
す
る

も
の
と
す

る
。

(１
)

乙
が
規
約
を
作
成
し

、
又
は
変

更
し
た
と

き
(２

)
乙
の
組
合

員
が
乙
の

役
員
を
選

任
し
、
又

は
解
任
し

た
と
き

(３
)

乙
の
組
合

員
が
他
の

団
体
の
役

員
に
選
任

さ
れ
、
又

は
解
任
さ

れ
た
と
き

(４
)

乙
が
他
の

団
体
に
加

入
し
、
提

携
し
、
又

は
こ
れ
を

脱
退
し
た

と
き

第
３
章

勤
務
時
間
、

休
暇
等
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-
2

-

（
勤
務
時

間
、
休
日

、
休
暇
等

）
第
７
条

組
合
員
の

勤
務
時
間

、
休
憩
時

間
、
休
日

、
休
暇
等

に
つ
い
て

は
、
次
の

条
例
等
を

適
用
又
は

準
用
す

る
。

(１
)

鳥
取
県
の

休
日
を
定

め
る
条
例

（
平
成
元

年
鳥
取
県

条
例
第
５

号
）

(２
)

職
員
の
勤

務
時
間
、

休
暇
等
に

関
す
る
条

例
（
平
成

６
年
鳥
取

県
条
例
第

35
号
）

(３
)

職
務
に
専

念
す
る
義

務
の
特
例

に
関
す
る

条
例
（
昭

和
26
年
鳥

取
県
条
例

第
５
号
）

(４
)

職
員
の
勤

務
時
間
、

休
暇
等
に

関
す
る
規

則
（
平
成

６
年
鳥
取

県
人
事
委

員
会
規
則

第
15
号
）

(５
)

職
務
に
専

念
す
る
義

務
の
特
例

に
関
す
る

規
則
（
平

成
６
年
鳥

取
県
人
事

委
員
会
規

則
第
1
6

号
）

（
部
分
休

業
）

第
８
条

組
合
員
の

育
児
に
伴

う
部
分
休

業
（
当
該

組
合
員
が

そ
の
小
学

校
就
学
の

始
期
に
達

す
る
ま
で

の
子
を

養
育
す
る

た
め
１
日

の
勤
務
時

間
の
一
部

（
２
時
間

を
超
え
な

い
範
囲
内

の
時
間
に

限
る
。
）

に
つ
い

て
勤
務
し

な
い
こ
と

を
い
う
。

以
下
同
じ

。
）
に
つ

い
て
は
、

地
方
公
務

員
の
育
児

休
業
等
に

関
す
る

法
律
（
平

成
３
年
法

律
第
1
10
号
。
以

下
「
育
児

休
業
法
」

と
い
う
。

）
の
適
用

を
受
け
る

者
の

例
に
よ

る
。

２
組
合

員
の
修
学

部
分
休
業

（
当
該
組

合
員
が
修

学
の
た
め

１
週
間
の

勤
務
時
間

の
一
部
を

勤
務
し
な

い
こ
と

を
い
う
。

以
下
同
じ

。
）
に
つ

い
て
は
、

地
方
公
務

員
法
（
昭

和
25
年
法

律
第
2
61
号
）
第

26
条

の
２
の

規
定
の
適

用
を
受
け

る
者
の
例

に
よ
る
。

（
時
間
外

労
働
）

第
９
条

甲
又
は
甲

の
委
任
を

受
け
た
者

は
、
業
務

の
都
合
に

よ
り
必
要

の
あ
る
場

合
は
、
乙

と
あ
ら
か

じ
め
協

定
し
た
範

囲
内
に
お

い
て
組
合

員
に
時
間

外
勤
務
及

び
休
日
勤

務
を
命
ず

る
こ
と
が

で
き
る
。

た
だ
し

、
災
害
そ

の
他
緊
急

や
む
を
え

な
い
場
合

に
お
い
て

は
、
協
定

の
範
囲
を

超
え
て
時

間
外
勤
務

及
び
休

日
勤
務
を

命
ず
る
こ

と
が
で
き

る
。

第
４
章

人
事

（
任
用
）

第
10
条

組
合
員
の

任
用
に
つ

い
て
は
、

次
の
法
律

等
を
適
用

す
る
。

(１
)

地
方
公
務

員
法
第
３

章
第
２
節

任
用

(２
)

職
員
の
任

用
に
関
す

る
規
則
（

昭
和
2
7年

鳥
取
県
人

事
委
員
会

規
則
第
1
1
号
）

（
分
限
及

び
懲
戒
）

第
11
条

組
合
員
の

分
限
及
び

懲
戒
に
つ

い
て
は
、

次
の
法
律

等
を
適
用

す
る
。

(１
)

地
方
公
務

員
法
第
３

章
第
５
節

分
限
及
び

懲
戒

(２
)

職
員
の
分

限
に
関
す

る
手
続
及

び
効
果
に

関
す
る
条

例
（
昭
和

26
年
鳥
取

県
条
例
第

39
号
）

(３
)

職
員
の
分

限
に
関
す

る
手
続
及

び
効
果
に

関
す
る
規

則
（
昭
和

26
年
鳥
取

県
人
事
委

員
会
規
則

第
７
号
）

(４
)

職
員
の
定

年
等
に
関

す
る
条
例

（
昭
和
5
9
年
鳥
取
県

条
例
第
１

号
）

(５
)

職
員
の
再

任
用
に
関

す
る
条
例

（
平
成
1
3
年
鳥
取
県

条
例
第
２

号
）

(６
)

職
員
の
懲

戒
の
手
続

、
効
果
等

に
関
す
る

条
例
（
昭

和
26
年
鳥

取
県
条
例

第
40
号
）

(７
)

職
員
の
懲

戒
の
手
続

、
効
果
等

に
関
す
る

規
則
（
昭

和
26
年
鳥

取
県
人
事

委
員
会
規

則
第
８

号
）

第
５
章

苦
情
処
理

（
苦
情
処

理
機
関
）

第
12
条

組
合
員
の

苦
情
を
処

理
す
る
た

め
の
機
関

は
、
次
の

と
お
り
と

す
る
。

(１
)

組
合
員
の

所
属
す
る

学
校
の
長

(２
)

高
等
学
校

課
長
、
特

別
支
援
教

育
室
長

(３
)

苦
情
処
理

共
同
調
整

会
議
（
以

下
「
会
議

」
と
い
う

。
）

（
苦
情
の

範
囲
）

第
13
条

前
条
の
苦

情
と
は
、

次
の
各
号

に
定
め
る

も
の
で
、

団
体
交
渉

を
も
っ
て

と
り
上
げ

る
に
至
ら

な
い
も

の
を
い
う

。

-
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(１
)

日
常
の
作

業
条
件
か

ら
起
る
組

合
員
の
不

平
不
満

(２
)

人
事
に
関

す
る
組
合

員
の
不
平

不
満

(３
)

日
常
の
作

業
条
件
に

関
係
の
あ

る
法
令
、

条
例
、
規

則
、
訓
令

、
内
訓
、

通
知
等
の

解
釈
及
び

適
用
に
関
す

る
紛
議

（
会
議
の

委
員
）

第
14
条

会
議
の
委

員
は
、
甲

が
指
名
す

る
者
（
以

下
「
甲
側

委
員
」
と

い
う
。
）

及
び
乙
を

代
表
す
る

者
（
以

下
「
乙
側

委
員
」
と

い
う
。
）

そ
れ
ぞ
れ

３
人
と
し

、
委
員
の

資
格
及
び

氏
名
は
、

会
議
の
日

の
４
日

前
ま
で
に
甲
、
乙
相

互
に
通
知

す
る
も
の

と
す
る
。

２
苦
情

の
申
立
人
は
、
そ
の

苦
情
に
関

し
、
会
議

の
委
員
と

な
る
こ
と

は
で
き
な

い
。

（
会
議
）

第
15
条

会
議
は
、

甲
側
委
員

、
乙
側
委

員
そ
れ
ぞ

れ
全
員
の

出
席
に
よ

り
成
立
す

る
。

２
会
議

の
決
定
は

、
委
員
全

員
一
致
に

よ
る
。

３
会
議

の
議
事
は

非
公
開
と

す
る
。
た

だ
し
、
会

議
が
公
開

と
決
め
た

事
項
に
つ

い
て
は
、

こ
の
限
り

で
な
い

。
４

会
議

は
、
甲
及
び
乙
に
対

し
、
必
要

な
書
類
の

提
出
を
求

め
、
又
は

関
係
者
の

出
席
を
求

め
て
実
情

を
聴
取

し
、
及
び

意
見
を
聴

す
る
こ
と

が
で
き
る

。
５

会
議

は
、
決
定
し
た
事
項

を
３
日
以

内
に
甲
及

び
乙
に
通

知
す
る
も

の
と
す
る

。
（
会
議
の

事
務
）

第
16
条

会
議
の
事

務
は
、
高

等
学
校
課

に
お
い
て

つ
か
さ
ど

る
。

（
苦
情
の

申
立
て
）

第
17
条

苦
情
を
有

す
る
組
合

員
は
、
直

接
又
は
乙

を
通
じ
第

12
条
の
苦

情
処
理
機

関
に
対
し

て
別
紙
様

式
第
１

に
よ
る
苦

情
申
立
書

（
以
下
「

申
立
書
」

と
い
う
。

）
に
よ
り

苦
情
の
申

立
て
を
す

る
こ
と
が

で
き
る

。
２

組
合

員
は
、
次

の
場
合
に

お
い
て
は

、
第
1
2条

に
定
め
る

順
序
に
従

っ
て
、
他

の
苦
情
処

理
機
関
に

対
し
て

申
立
書
に

よ
り
苦
情

の
申
立
て

を
す
る
こ

と
が
で
き

る
。
た
だ

し
、
次
の

第
２
号
に

基
づ
く
苦

情
の
申

立
て
は
、

処
理
の
通

知
を
受
け

た
日
か
ら

10
日
以
内

に
処
理
通

知
の
写
し

を
付
し
て

行
わ
な
け

れ
ば
な

ら
な
い
。

(１
)

苦
情
の
申

立
て
を
し

た
日
か
ら

14
日
を
経

過
し
て
も

や
む
を
え

な
い
理
由

な
く
し
て

決
定
が
な

さ
れ
な
い
場

合
(２

)
苦
情
処
理

機
関
の
決

定
に
対
し

て
異
議
が

あ
る
場
合

３
組
合

員
は
、
第

12
条
第
２

号
の
苦
情

処
理
機
関

に
対
す
る

苦
情
の
申

立
て
が
前

項
各
号
の

一
に
該
当

す
る
に

至
っ
た
と
き
は
、
そ

の
日
か
ら

10
日
以
内

に
、
申
立

書
及
び
処

理
通
知
の

写
し
を
添

え
た
文
書

に
よ
り

乙
に
対
し

て
そ
の
苦

情
を
会
議

に
よ
り
解

決
す
る
た

め
の
措
置

を
と
る
こ

と
を
求
め

る
こ
と
が

で
き
る

。
４

組
合

員
が
免
職
さ
れ
た
場

合
に
お
い

て
免
職
に

関
し
苦
情

を
有
す
る

と
き
は
、

免
職
の
日

か
ら
1
0日

以
内
に

申
立
書
を

添
え
た
文

書
に
よ
り

、
乙
に
対

し
て
そ
の

苦
情
を
会

議
に
よ
り

解
決
す
る

た
め
の
措

置
を
と

る
こ
と
を

求
め
る
こ

と
が
で
き

る
。

５
乙
は

、
前
２
項

の
要
求
を

受
け
必
要

と
認
め
た

と
き
は
、

申
立
者
か

ら
提
出
さ

れ
た
文
書

の
写
し
を

添
え
た

文
書
に
よ

り
甲
に
対

し
て
会
議

の
開
催
を

求
め
る
も

の
と
す
る

。
６

苦
情

処
理
機
関

に
よ
る
処

理
の
通
知

を
受
け
た

日
か
ら
1
0
日
以
内
に

第
２
項
又

は
第
３
項

に
規
定
す

る
手
続

が
と
ら
れ

な
い
苦
情

は
、
解
決

し
た
も
の

と
み
な
す

。
７

組
合

員
は
、
解

決
し
た
苦

情
（
会
議

で
決
定
し

た
苦
情
を

含
む
。
）

に
つ
い
て

重
ね
て
苦

情
の
申
立

て
を
す

る
こ
と
は

で
き
な
い

。
（
苦
情
処

理
機
関
の

苦
情
処
理

）
第
18
条

苦
情
の
申

立
て
を
受

け
た
苦
情

処
理
機
関

は
、
誠
意

を
も
っ
て

す
み
や
か

に
苦
情
の

処
理
を
行

い
、
そ

の
結
果
を

申
立
者
に

通
知
す
る

も
の
と
す

る
。
た
だ

し
、
苦
情

の
内
容
が

自
己
の
権

限
に
属
し

な
い
と

き
は
、
申

立
書
を
権

限
を
有
す

る
苦
情
処

理
機
関
及

び
高
等
学

校
課
長
に

移
送
し
、

そ
の
旨
を

申
立
者

に
通
知
す

る
も
の
と

す
る
。

（
会
議
の

苦
情
処
理

）
第
19
条

甲
は
、
乙

か
ら
会
議

の
開
催
を

求
め
ら
れ

た
と
き
又

は
苦
情
処

理
機
関
で

解
決
す
る

こ
と
が
困

4
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難
な
苦

情
に
つ
い

て
必
要
と

認
め
乙
の

同
意
を
得

た
と
き
は

、
そ
れ
ら

の
日
か
ら

10
日
以
内

に
、
会
議

を
開
催

し
て
そ
の

処
理
を
決

定
す
る
よ

う
に
措
置

す
る
も
の

と
す
る
。

２
会
議

で
解
決
不

能
と
な
っ

た
事
項
の

解
決
方
法

に
つ
い
て

は
、
会
議

で
そ
の
都

度
協
議
す

る
も
の
と

す
る
。

（
秘
密
保

持
の
義
務

）
第
20
条

関
係
当
事

者
は
、
苦

情
処
理
に

関
し
て
知

り
得
た
甲

及
び
乙
又

は
個
人
の

秘
密
を
他

に
漏
ら
し

て
は
な

ら
な
い
。

第
６
章

団
体
交
渉

（
団
体
交

渉
の
原
則

）
第
21
条

甲
及
び
乙

は
、
相
互

に
団
体
交

渉
（
以
下

「
交
渉
」

と
い
う
。

）
に
応
ず

る
義
務
が

あ
り
、
交

渉
は
双

方
が
相
手

の
立
場
を

尊
重
し
、

誠
意
と
秩

序
を
も
っ

て
円
満
に

妥
結
す
る

よ
う
に
努

め
る
も
の

と
す
る

。
（
交
渉
の

範
囲
）

第
22
条

交
渉
の
範

囲
は
、
次

の
と
お
り

と
す
る
。

(１
)

地
方
公
営

企
業
等
の

労
働
関
係

に
関
す
る

法
律
（
昭

和
27
年
法

律
第
2
89
号
）
第

７
条
に
規

定
す

る
事
項

(２
)

労
働
協
約

の
解
釈
に

関
す
る
事

項
(３

)
労
働
協
約

の
締
結
、

改
訂
、
更

新
に
関
す

る
事
項

（
交
渉
委

員
）

第
23
条

交
渉
は
、

甲
、
乙
の

交
渉
委
員

に
よ
っ
て

行
う
も
の

と
す
る
。

２
甲
側

の
交
渉
委

員
は
、
甲

が
指
名
す

る
者
と
し

、
乙
側
の

交
渉
委
員

は
、
乙
を

代
表
す
る

者
又
は
乙

が
指
名

す
る
者
と

す
る
。

３
交
渉

委
員
の
数

は
、
交
渉

の
都
度
あ

ら
か
じ
め

甲
、
乙
協

議
し
て
定

め
る
。

（
交
渉
の

請
求
）

第
24
条

交
渉
の
請

求
は
、
次

に
掲
げ
る

事
項
を
記

載
し
た
書

面
を
交
渉

の
日
の
４

日
前
ま
で

に
相
手
方

に
提
出

す
る
こ
と

に
よ
っ
て

行
う
。
た

だ
し
、
緊

急
を
要
す

る
場
合
は

、
こ
の
限

り
で
な
い

。
(１

)
交
渉
の
日

時
及
び
場

所
(２

)
交
渉
事
項

(３
)

交
渉
委
員

の
資
格
及

び
氏
名
、

記
録
員
の

数
並
び
に

交
渉
事
項

に
つ
い
て

説
明
員
を

必
要
と
す

る
と
き
は
そ

の
氏
名

(４
)

そ
の
他
必

要
な
事
項

２
前
項

の
請
求
を

受
け
た
も

の
は
、
交

渉
委
員
を

決
定
し
、

交
渉
日
の

前
日
ま
で

に
相
手
方

に
通
知
し

な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。

３
第
１

項
第
１
号

に
関
し
て

請
求
に
応

ず
る
こ
と

が
で
き
な

い
と
き
は

、
機
を
失

す
る
こ
と

な
く
そ
の

理
由
並

び
に
希
望

す
る
日
時

及
び
場
所

を
示
し
て

相
手
と
協

議
し
な
け

れ
ば
な
ら

な
い
。

４
交
渉

が
予
定
の

日
時
に
終

了
し
な
い

と
き
は
、

双
方
協
議

の
上
そ
の

時
間
を
延

長
し
又
は

別
に
日
時

を
決
定

す
る
も
の

と
す
る
。

（
交
渉
の

結
果
）

第
25
条

交
渉
に
よ

っ
て
妥
結

し
た
事
項

は
、
書
面

２
通
を
作

成
し
、
甲

、
乙
そ
れ

ぞ
れ
記
名

押
印
す
る

こ
と
に

よ
っ
て
効

力
を
生
ず

る
。
た
だ

し
、
地
方

公
営
企
業

等
の
労
働

関
係
に
関

す
る
法
律

第
８
条
か

ら
第
1
0
条
ま
で
の

規
定
に
該

当
す
る
事

項
に
つ
い

て
は
、
そ

れ
ぞ
れ
当

該
規
定
の

定
め
る
と

こ
ろ
に
よ

る
。

（
斡
旋
、

調
停
又
は

仲
裁
の
申

請
）

第
26
条

甲
、
乙
双

方
が
誠
意

を
も
っ
て

交
渉
を
繰

り
返
し
て

も
な
お
妥

結
し
な
い

と
き
は
、

相
手
方
に

通
知
し

た
の
ち
地

方
労
働
委

員
会
に
斡

旋
、
調
停

又
は
仲
裁

の
申
請
を

す
る
こ
と

が
で
き
る

。
た
だ
し

、
仲
裁
の

申
請
は
、

調
停
を
経

て
行
う
も

の
と
す
る

。

第
７
章

給
与
等

（
給
与
の

種
類
）

-
5

-

第
27
条

組
合
員
の

給
与
の
種

類
は
、
給

料
、
扶
養

手
当
、
住

居
手
当
、

通
勤
手
当

、
単
身
赴

任
手
当
、

特
殊
勤

務
手
当
、

時
間
外
勤

務
手
当
、

休
日
勤
務

手
当
、
夜

間
勤
務
手

当
、
宿
日

直
手
当
、

期
末
手
当

、
勤
勉
手

当
及
び
退

職
手
当
と

す
る
。

（
給
料
表

）
第
28
条

給
料
表
は

別
表
第
１

の
と
お
り

と
す
る
。

２
甲
は

、
別
表
第
２
の
級
別

職
務
分
類

表
に
従
い

、
す
べ
て

の
組
合
員

の
職
務
の

級
を
決
定

し
、
前
項

の
給
料

表
に
よ
り
給
料
を
組

合
員
に
支

給
す
る
も

の
と
す
る

。
３

地
方

公
務
員
法

第
28
条
の

４
第
１
項

、
第
2
8条

の
５
第
１

項
又
は
第

28
条
の
６

第
１
項
若

し
く
は
第

２
項
の

規
定
に
よ

り
採
用
さ

れ
た
職
員

で
あ
る
組

合
員
（
以

下
「
再
任

用
組
合
員

」
と
い
う

。
）
の
給

料
月
額

は
、
給
料

表
の
再
任

用
職
員
の

欄
に
掲
げ

る
給
料
月

額
の
う
ち

、
そ
の
者

の
属
す
る

職
務
の
級

に
応
じ

た
額
と
す

る
。

４
組
合

員
の
初
任

給
は
、
次

の
と
お
り

と
す
る
。

初
任
給

基
準
表

学
歴

免
許

初
任

給
高

校
卒

１
級

５
号

給

５
新
た

に
給
料
表
の
適
用
を

受
け
る
職

員
と
な
っ

た
組
合
員

の
経
験
年

数
は
、
学

歴
免
許
等

の
資
格
取

得
後
（

初
任
給
基

準
表
の
備

考
欄
の
規

定
に
よ
り

学
歴
免
許

を
高
校
卒

と
さ
れ
た

も
の
に
つ

い
て
は
、

そ
の
就

業
に
必
要
な
免
許
等

の
資
格
を

取
得
後
）

に
お
け
る

期
間
に
つ

い
て
別
表

第
３
に
定

め
る
換
算

率
を
乗

じ
て
得
た

年
数
に
調

整
年
数
を

増
減
し
た

年
数
と
す

る
。
こ
の

場
合
に
お

い
て
調
整

年
数
に
つ

い
て
は

、
職
員
の

給
与
に
関

す
る
条
例

（
昭
和
2
6
年
鳥
取
県

条
例
第
３

号
。
以
下

「
給
与
条

例
」
と
い

う
。
）

の
規
定
の

適
用
を
受

け
る
者
の

例
に
よ
る

。
６

新
た

に
給
料
表
の
適
用
を

受
け
る
職

員
と
な
っ

た
組
合
員

の
号
給
は

、
給
与
条

例
の
適
用

を
受
け
る

者
の
例

に
よ
り
決

定
す
る
も

の
と
す
る

。
７

地
方

公
務
員
法

第
28
条
の

５
第
１
項

に
規
定
す

る
短
時
間

勤
務
の
職

を
占
め
る

職
員
（
以

下
「
短
時

間
勤
務

職
員
」
と

い
う
。
）

で
あ
る
組

合
員
の
給

料
月
額
は

、
第
１
項

か
ら
前
項

ま
で
の
規

定
に
か
か

わ
ら
ず

、
こ
れ
ら
の
規
定
に

よ
る
給
料

月
額
に
、

給
与
条
例

の
適
用
を

受
け
る
短

時
間
勤
務

職
員
の
例

に
よ
り

そ
の
者
の

勤
務
時
間

に
応
じ
て

得
た
数
（

以
下
「
勤

務
割
合
」

と
い
う
。

）
を
乗
じ

て
得
た
額

と
す
る

。
（
昇
給
昇

格
）

第
29
条

組
合
員
の

昇
給
及
び

昇
格
に
つ

い
て
は
、

給
与
条
例

の
適
用
を

受
け
る
者

の
例
に
よ

る
。

（
給
料
）

第
30
条

給
料
は
、

正
規
の
勤

務
時
間
に

よ
る
勤
務

に
対
す
る

報
酬
で
あ

っ
て
扶
養

手
当
、
住

居
手
当
、

通
勤
手

当
、
単
身

赴
任
手
当

、
特
殊
勤

務
手
当
、

時
間
外
勤

務
手
当
、

休
日
勤
務

手
当
、
夜

間
勤
務
手

当
、
宿

日
直
手
当

、
期
末
手

当
、
勤
勉

手
当
及
び

退
職
手
当

を
含
ま
な

い
も
の
と

す
る
。

２
組
合

員
の
受
け

る
給
料
は

、
そ
の
職

務
の
複
雑

、
困
難
及

び
責
任
の

度
に
応
じ

、
か
つ
、

勤
務
の
強

度
、
勤

務
時
間
、

勤
務
環
境

そ
の
他
の

勤
務
条
件

を
考
慮
し

た
も
の
で

な
け
れ
ば

な
ら
な
い

。
（
扶
養
手

当
）

第
31
条

扶
養
手
当

は
、
扶
養

親
族
の
あ

る
組
合
員

に
対
し
て

支
給
す
る

。
（
住
居
手

当
）

第
32
条

住
居
手
当

は
、
次
の

各
号
の
い

ず
れ
か
に

該
当
す
る

組
合
員
に

対
し
て
支

給
す
る
。

(１
)

自
ら
居
住
す
る
た
め

住
宅
（
貸

間
を
含
む

。
）
を
借

り
受
け
、

家
賃
（
使

用
料
を
含

む
。
）
を

支
払
っ
て
い
る
組
合
員

（
知
事
が

定
め
る
組

合
員
を
除

く
。
）

(２
)

そ
の
所
有
に
係
る
住

宅
（
規
則

で
定
め
る

こ
れ
に
準

ず
る
住
宅

を
含
む
。

）
の
う
ち

当
該
組
合

員
そ
の
他
規

則
で
定
め

る
者
に
よ

っ
て
新
築

さ
れ
、
又

は
購
入
さ

れ
た
も
の

で
あ
っ
て

、
当
該
新

築
又
は
購
入
の
日
か
ら

起
算
し
て

５
年
を
経

過
し
て
い

な
い
も
の

に
居
住
し

て
い
る
組

合
員
で
世

帯
主
で
あ
る
も
の

(３
)

第
34
条
第
１
項
又
は

第
２
項
の

規
定
に
よ

り
単
身
赴

任
手
当
を

支
給
さ
れ

る
組
合
員

で
、
配
偶

者
が
居
住
す

る
た
め
の

住
宅
（
知

事
が
定
め

る
も
の
を

除
く
。
）

を
借
り
受

け
、
家
賃

を
支
払
っ

て
い
る
も
の

又
は
こ
れ

ら
の
も
の

と
の
権
衡

上
必
要
が

あ
る
と
認

め
ら
れ
る

も
の
と
し

て
知
事
が

5



-
6

-

定
め
る
も
の

（
通
勤
手

当
）

第
33
条

通
勤
手
当

は
、
次
の

各
号
に
掲

げ
る
組
合

員
に
支
給

す
る
。

(１
)

通
勤
の
た

め
の
交
通

機
関
又
は

有
料
の
道

路
（
以
下

「
交
通
機

関
等
」
と

い
う
。
）

を
利
用
し

て
そ
の
運
賃

又
は
料
金

（
以
下
「

運
賃
等
」

と
い
う
。

）
を
負
担

す
る
こ
と

を
常
例
と

す
る
組
合

員
（
交
通
機

関
等
を
利

用
し
な
け

れ
ば
通
勤

す
る
こ
と

が
著
し
く

困
難
で
あ

る
組
合
員

以
外
の
組

合
員
で
あ
っ

て
交
通
機

関
等
を
利

用
し
な
い

で
徒
歩
に

よ
り
通
勤

す
る
も
の

と
し
た
場

合
の
通
勤

距
離
が
片
道

２
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
未

満
で
あ
る

も
の
及
び

第
３
号
に

掲
げ
る
組

合
員
を
除

く
。
）

(２
)

通
勤
の
た

め
自
動
車

そ
の
他
の

交
通
の
用

具
（
以
下

「
自
動
車

等
」
と
い

う
。
）
を

使
用
す
る

こ
と
を
常
例

と
す
る
組

合
員
（
自

動
車
等
を

使
用
し
な

け
れ
ば
通

勤
す
る
こ

と
が
著
し

く
困
難
で

あ
る
組
合
員

以
外
の
組

合
員
で
あ

っ
て
自
動

車
等
を
使

用
し
な
い

で
徒
歩
に

よ
り
通
勤

す
る
も
の

と
し
た
場
合

の
通
勤
距

離
が
片
道

２
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
未

満
で
あ
る

も
の
及
び

次
号
に
掲

げ
る
組
合

員
を
除
く
。

）
(３

)
通
勤
の
た

め
交
通
機

関
等
を
利

用
し
て
そ

の
運
賃
等

を
負
担
し

、
か
つ
、

自
動
車
等

を
使
用
す

る
こ
と
を
常

例
と
す
る

組
合
員
（

交
通
機
関

等
を
利
用

し
、
又
は

自
動
車
等

を
使
用
し

な
け
れ
ば

通
勤
す
る
こ

と
が
著
し

く
困
難
で

あ
る
組
合

員
以
外
の

組
合
員
で

あ
っ
て
、

交
通
機
関

等
を
利
用

せ
ず
、
か
つ

、
自
動
車

等
を
使
用

し
な
い
で

徒
歩
に
よ

り
通
勤
す

る
も
の
と

し
た
場
合

の
通
勤
距

離
が
片
道
２

キ
ロ
メ
ー

ト
ル
未
満

で
あ
る
も

の
を
除
く

。
）

（
単
身
赴

任
手
当
）

第
34
条

公
署
を
異

に
す
る
異

動
又
は
在

勤
す
る
公

署
の
移
転

に
伴
い
、

住
居
を
移

転
し
、
父

母
の
疾
病

そ
の
他

の
知
事
が

定
め
る
や

む
を
得
な

い
事
情
に

よ
り
、
同

居
し
て
い

た
配
偶
者

と
別
居
す

る
こ
と
と

な
っ
た

組
合
員
で

、
当
該
異

動
又
は
公

署
の
移
転

の
直
前
の

住
居
か
ら

当
該
異
動

又
は
公
署

の
移
転
の

直
後
に

在
勤
す
る

公
署
に
通

勤
す
る
こ

と
が
通
勤

距
離
等
を

考
慮
し
て

知
事
が
定

め
る
基
準

に
照
ら
し

て
困
難

で
あ
る
と

認
め
ら
れ

る
も
の
の

う
ち
、
単

身
で
生
活

す
る
こ
と

を
常
況
と

す
る
組
合

員
に
は
、

単
身
赴

任
手
当
を

支
給
す
る

。
た
だ
し

、
配
偶
者

の
住
居
か

ら
在
勤
す

る
公
署
に

通
勤
す
る

こ
と
が
、

通
勤
距

離
等
を
考

慮
し
て
知

事
が
定
め

る
基
準
に

照
ら
し
て

困
難
で
あ

る
と
認
め

ら
れ
な
い

場
合
は
、

こ
の
限

り
で
な
い

。
２

国
家

公
務
員
（

国
家
公
務

員
退
職
手

当
法
（
昭

和
28
年
法

律
第
1
82
号
）
第

２
条
に
規

定
す
る
者

を
い

う
。
）

又
は
組
合

員
以
外
の

地
方
公
務

員
で
あ
っ

た
者
か
ら

引
き
続
き

こ
の
協
約

の
適
用
を

受
け
る
組

合
員
と

な
り
、
こ

れ
に
伴
い

、
住
居
を

移
転
し
、

父
母
の
疾

病
そ
の
他

の
知
事
が

定
め
る
や

む
を
得
な

い
事
情

に
よ
り
、

同
居
し
て

い
た
配
偶

者
と
別
居

す
る
こ
と

と
な
っ
た

組
合
員
で

、
当
該
適

用
の
直
前

の
住
居

か
ら
当
該

適
用
の
直

後
に
在
勤

す
る
公
署

に
通
勤
す

る
こ
と
が

通
勤
距
離

等
を
考
慮

し
て
知
事

が
定
め

る
基
準
に

照
ら
し
て

困
難
で
あ

る
と
認
め

ら
れ
る
も

の
の
う
ち

、
単
身
で

生
活
す
る

こ
と
を
常

況
と
す

る
組
合
員

（
任
用
の

事
情
等
を

考
慮
し
て

知
事
が
定

め
る
組
合

員
に
限
る

。
）
そ
の

他
前
項
の

規
定
に

よ
る
単
身

赴
任
手
当

を
支
給
さ

れ
る
組
合

員
と
の
権

衡
上
必
要

が
あ
る
と

認
め
ら
れ

る
も
の
と

し
て
知

事
が
定
め

る
組
合
員

に
は
、
前

項
の
規
定

に
準
じ
て

、
単
身
赴

任
手
当
を

支
給
す
る

。
（
特
殊
勤

務
手
当
の

種
類
等
）

第
35
条

特
殊
勤
務

手
当
の
種

類
は
、
有

害
物
等
取

扱
手
当
と

す
る
。

２
有
害

物
等
取
扱

手
当
の
支

給
を
受
け

る
職
員
の

範
囲
及
び

手
当
の
額

は
、
職
員

の
特
殊
勤

務
手
当
に

関
す
る

条
例
（
昭

和
27
年
鳥

取
県
条
例

第
39
号
）

の
規
定
の

適
用
を
受

け
る
者
の

例
に
よ
る

。
（
特
殊
勤

務
実
績
簿

）
第
36
条

前
条
第
１

項
の
特
殊

勤
務
手
当

を
支
給
す

る
場
合
の

特
殊
勤
務

実
績
簿
を

、
別
紙
様

式
第
２
の

と
お
り

定
め
る
。

（
時
間
外

勤
務
手
当

）
第
37
条

正
規
の
勤

務
時
間
外

に
勤
務
す

る
こ
と
を

命
ぜ
ら
れ

た
組
合
員

に
は
、
正

規
の
勤
務

時
間
外
に

勤
務
し

た
全
時
間

に
対
し
、

時
間
外
勤

務
手
当
を

支
給
す
る

。
（
休
日
勤

務
手
当
）

第
38
条

組
合
員
に

は
、
正
規

の
勤
務
日

が
国
民
の

祝
日
に
関

す
る
法
律

（
昭
和
2
3
年
法
律
第

17
8号

）
に

規
定
す

る
休
日
及

び
年
末
年

始
等
で
知

事
が
定
め

る
日
（
以

下
「
休
日

等
」
と
い

う
。
）
に

当
た
っ
て
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も
正
規

の
給
与
を

支
給
す
る

。
２

休
日

等
に
お
い
て
、
正
規

の
勤
務
時

間
中
に
勤

務
す
る
こ

と
を
命
ぜ

ら
れ
た
組

合
員
に
は

、
正
規
の

勤
務
時

間
中
に
勤

務
し
た
全

時
間
に
対

し
て
、
休

日
勤
務
手

当
を
支
給

す
る
。

（
夜
間
勤

務
手
当
）

第
39
条

正
規
の
勤

務
時
間
と

し
て
、
午

後
10
時
か

ら
翌
日
の

午
前
５
時

ま
で
の
間

に
勤
務
す

る
組
合
員

に
は
、

そ
の
間
に

勤
務
し
た

全
時
間
に

対
し
て
、

夜
間
勤
務

手
当
を
支

給
す
る
。

（
宿
日
直

手
当
）

第
40
条

宿
日
直
勤

務
を
命
ぜ

ら
れ
た
組

合
員
に
は

、
宿
日
直

手
当
を
支

給
す
る
。

２
前
項

の
勤
務
は

、
第
3
7条

、
第
3
8条

第
２
項
及

び
前
条
の

勤
務
に
は

含
ま
れ
な

い
も
の
と

す
る
。

（
期
末
手

当
）

第
41
条

期
末
手
当

は
、
６
月

１
日
及
び

12
月
１
日

（
以
下
こ

の
条
に
お

い
て
こ
れ

ら
の
日
を

「
基
準

日
」
と

い
う
。
）
に
そ
れ
ぞ

れ
在
職
す

る
組
合
員

に
対
し
て

支
給
す
る

。
こ
れ

ら
の
基
準

日
前
１
月

以
内
に
退

職
し
、
若

し
く
は
地

方
公
務
員

法
第
1
6条

第
１
号
に

該
当
し
て

同
法
第

28
条
第
４

項
の
規
定

に
よ
り
失

職
し
、
又

は
死
亡
し

た
組
合
員

で
甲
が
給

与
条
例
の

適
用
を
受

け
る
者

の
例
に
よ

り
別
に
定

め
る
も
の

に
つ
い
て

も
同
様
と

す
る
。

（
勤
勉
手

当
）

第
42
条

勤
勉
手
当

は
、
６
月

１
日
及
び

12
月
１
日

（
以
下
こ

の
条
に
お

い
て
こ
れ

ら
の
日
を

「
基
準

日
」
と

い
う
。
）
に
そ
れ
ぞ

れ
在
職
す

る
組
合
員

に
対
し
、

基
準
日
以

前
６
月
以

内
の
期
間

に
お
け
る

そ
の
者

の
勤
務
成
績
に
応
じ

て
支
給
す

る
。

こ
れ

ら
の
基
準

日
前
１
月

以
内
に
退

職
し
、
若

し
く
は
地

方
公
務
員

法
第
1
6条

第
１
号
に

該
当
し
て

同
法
第

28
条
第
４

項
の
規
定

に
よ
り
失

職
し
、
又

は
死
亡
し

た
組
合
員

で
甲
が
給

与
条
例
の

適
用
を
受

け
る
者

の
例
に
よ

り
別
に
定

め
る
も
の

に
つ
い
て

も
、
同
様

と
す
る
。

（
退
職
手

当
）

第
43
条

組
合
員
が

退
職
し
た

と
き
は
、

職
員
の
退

職
手
当
に

関
す
る
条

例
（
昭
和

37
年
鳥
取

県
条
例
第

51
号
）

の
規
定
に

準
じ
て
退

職
手
当
を

支
給
す
る

。
（
手
当
の

額
）

第
44
条

扶
養
手
当

、
住
居
手

当
、
通
勤

手
当
、
単

身
赴
任
手

当
、
時
間

外
勤
務
手

当
、
休
日

勤
務
手
当

、
夜
間
勤

務
手
当
、

宿
日
直
手

当
、
期
末

手
当
、
勤

勉
手
当
及

び
退
職
手

当
の
額
に

つ
い
て
は

、
給
与
条

例
の
適

用
を
受
け

る
者
の
例

に
よ
る
。

（
再
任
用

組
合
員
等
に
つ
い
て

の
適
用
除

外
）

第
45
条

第
31
条
、

第
32
条
、

第
34
条
及

び
第
4
3条

の
規
定
は

、
再
任
用

組
合
員
及

び
育
児
休

業
法
第
1
8

条
第
１

項
又
は
任

期
付
職
員

の
採
用
等

に
関
す
る

条
例
（
平

成
14
年
鳥

取
県
条
例

第
67
号
）

第
４
条
の

規
定
に

よ
り
任
期
を
定
め
て

採
用
さ
れ

た
組
合
員

に
は
、
適

用
し
な
い

。
（
給
与
の

減
額
等
）

第
46
条

組
合
員
が

勤
務
し
な

い
と
き
は

、
そ
の
勤

務
し
な
い

こ
と
に
つ

き
甲
の
承

認
が
あ
っ

た
場
合
そ

の
他
知

事
が
定
め

る
場
合
を

除
く
ほ
か

、
そ
の
勤

務
し
な
い

１
時
間
に

つ
き
、
勤

務
１
時
間

当
た
り
の

給
与
額

を
減
額
し

て
給
与
を

支
給
す
る

。
２

組
合

員
が
育
児
に
伴
う
部

分
休
業
、

修
学
部
分

休
業
又
は

介
護
休
暇

の
承
認
を

受
け
て
勤

務
し
な
い

場
合
に

は
、
前
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら

ず
、
そ
の

勤
務
し
な

い
１
時
間

に
つ
き
、

勤
務
１
時

間
当
た
り

の
給
与

額
を
減
額
し
て
給
与

を
支
給
す

る
。

３
海
外

随
伴
休
暇

に
つ
い
て

は
、
い
か

な
る
給
与

も
支
給
し

な
い
。

（
自
己
啓

発
等
休
業
の
承
認
を

受
け
た
組

合
員
の
給

与
）

第
47
条

地
方
公
務

員
法
第
2
6
条
の
５
第

１
項
の
規

定
に
よ
る

承
認
を
受

け
た
組
合

員
に
は
、

自
己
啓
発

等
休
業

を
し
て
い

る
期
間
に

つ
い
て
は

、
給
与
を

支
給
し
な

い
。

（
育
児
休

業
の
承
認
を
受
け
た

組
合
員
の

給
与
等
）

第
47
条
の

２
育
児

休
業
法
第

２
条
第
１

項
の
承
認

を
受
け
た

組
合
員
に

は
、
育
児

休
業
を
し

て
い
る
期

間
に
つ

い
て
は
、

給
与
を
支

給
し
な
い

。
た
だ
し

、
期
末
手

当
及
び
勤

勉
手
当
に

つ
い
て
は

、
こ
の
限

り
で
な

い
。

２
前
項

に
規
定
す

る
も
の
の

ほ
か
、
育

児
休
業
の

承
認
を
受

け
た
組
合

員
の
給
与

等
の
取
り

扱
い
に
つ

い
て
は

、
職
員
の

育
児
休
業

に
関
す
る

条
例
（
平

成
４
年
鳥

取
県
条
例

第
６
号
）

の
適
用
を

受
け
る
者

6



-
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-

の
例
に

よ
る
。

（
公
益
法

人
等
へ
派

遣
さ
れ
た

組
合
員
の

給
与
等
）

第
48
条

公
益
法
人

等
へ
の
一

般
職
の
地

方
公
務
員

の
派
遣
等

に
関
す
る

法
律
（
平

成
12
年
法

律
第
5
0

号
）
第

２
条
第
１

項
の
規
定

に
よ
り
派

遣
を
さ
れ

た
組
合
員

の
給
与
等

の
取
り
扱

い
に
つ
い

て
は
、
給

与
条
例

の
適
用
を

受
け
る
者

の
例
に
よ

る
。

２
公
益

法
人
等
へ

の
一
般
職

の
地
方
公

務
員
の
派

遣
等
に
関

す
る
法
律

第
10
条
第

１
項
の
規

定
に
よ
り

採
用
さ

れ
た
組
合

員
の
給
与

等
の
取
り

扱
い
に
つ

い
て
は
、

給
与
条
例

の
適
用
を

受
け
る
者

の
例
に
よ

る
。

（
組
合
員

費
等
の
控

除
）

第
49
条

乙
は
、
甲

が
給
与
の

支
給
に
あ

た
り
、
健

康
保
険
法

、
厚
生
年

金
保
険
法

、
雇
用
保

険
法
に
よ

る
被
保

険
者
負
担

保
険
料
、

組
合
費
、

物
資
購
入

後
払
代
金

、
労
働
金

庫
へ
の
預

金
及
び
借

入
金
月
賦

返
済
金

そ
の
他
乙

が
委
託
し

た
も
の
を

控
除
す
る

こ
と
を
認

め
る
。

２
甲
は

控
除
し
た

組
合
費
、

物
資
購
入

後
払
代
金

、
労
働
金

庫
へ
の
預

金
及
び
借

入
金
月
賦

返
済
金
そ

の
他
乙

が
委
託
し

た
も
の
を

給
料
支
給

日
に
乙
の

書
記
長
に

引
き
渡
す

も
の
と
す

る
。

（
賃
金
等

で
雇
傭
す

る
組
合
員

の
給
与
）

第
50
条

賃
金
等
で

雇
傭
す
る

組
合
員
の

給
与
に
つ

い
て
は
、

こ
の
章
の

規
定
に
か

か
わ
ら
ず

、
他
の
組

合
員
と

の
均
衡
を

考
慮
し
、

予
算
の
範

囲
内
で
支

給
す
る
。

（
給
与
の

支
給
）

第
51
条

こ
の
協
約

に
定
め
る

も
の
の
ほ

か
、
組
合

員
の
給
与

の
支
給
に

つ
い
て
は

、
給
与
条

例
の
適
用

を
受
け

る
者
の
例

に
よ
る
。

（
旅
費
）

第
52
条

組
合
員
が

公
務
の
た

め
に
旅
行

す
る
場
合

の
旅
費
に

つ
い
て
は

、
職
員
の

旅
費
に
関

す
る
条
例

（
昭
和

45
年
鳥
取

県
条
例
第

48
号
）
の

適
用
を
受

け
る
者
の

例
に
よ
る

。

第
８
章

協
約
の
期
間

及
び
改
訂

（
有
効
期

間
）

第
53
条

こ
の
協
約

の
有
効
期

間
は
、
適

用
の
日
か

ら
起
算
し

て
１
年
と

す
る
。
た

だ
し
、
有

効
期
間
満

了
の
日

の
30
日
前

ま
で
に
甲

又
は
乙
の

い
ず
れ
か

ら
も
こ
の

協
約
の
改

訂
の
意
思

表
示
が
な

い
と
き
は

、
期
間
満

了
後
さ
ら

に
１
か
年

間
こ
の
協

約
を
同
一

条
件
を
も

っ
て
締
結

し
た
も
の

と
み
な
し

、
以
後
各

１
か
年

ご
と
に
同

様
と
す
る

。
（
協
約
の

改
訂
）

第
54
条

甲
又
は
乙

が
、
こ
の

協
約
を
改

訂
し
よ
う

と
す
る
と

き
は
、
こ

の
協
約
有

効
期
間
満

了
の
4
0日

前
ま
で

に
、
新
協

約
案
を
付

し
、
文
書

を
も
っ
て

、
相
手
方

に
通
知
す

る
も
の
と

す
る
。

２
前
項

の
通
知
が

あ
っ
た
場

合
は
、
甲

、
乙
双
方

は
こ
の
協

約
の
有
効

期
間
満
了

の
30
日
前

か
ら
協
議

を
開
始

す
る
も
の

と
す
る
。

（
協
約
一

部
改
訂
の

場
合
）

第
55
条

前
条
第
２

項
の
交
渉

に
よ
っ
て

、
こ
の
協

約
の
期
間

満
了
ま
で

に
新
協
約

が
締
結
で

き
な
い
場

合
は
、

改
訂
の
申

し
入
れ
が

あ
っ
た
部

分
に
つ
い

て
は
３
月

、
そ
の
他

に
つ
い
て

は
さ
ら
に

１
年
間
有

効
と
す

る
。

附
則
（
平

成
18
年
１

月
26
日
）

（
施
行
期

日
等
）

１
こ
の

協
約
は
、

締
結
の
日

か
ら
施
行

す
る
。
た

だ
し
、
学

校
技
能
班

長
及
び
学

校
技
能
副

班
長
に
つ

い
て
は

、
平
成
1
8
年
４
月
１

日
か
ら
設

置
す
る
。

２
前
項

の
規
定
に

か
か
わ
ら

ず
、
平
成

18
年
１
月

に
支
給
さ

れ
る
べ
き

給
与
の
額

は
、
な
お

従
前
の
例

に
よ
る

。
（
組
合
員

の
給
与
の

額
の
特
例

）
３

平
成

17
年
４
月

１
日
か
ら

平
成
2
0年

３
月
3
1日

ま
で
の
間

（
以
下
「

特
例
期
間

」
と
い
う

。
）
に
お

け
る
組

合
員
の
給

料
月
額
は

、
第
2
8条

第
１
項
及

び
第
７
項

並
び
に
附

則
第
1
1項

の
規
定
に

か
か
わ
ら

ず
、
こ

れ
ら
の
規

定
に
よ
り

定
め
ら
れ

た
給
料
の

月
額
（
以

下
こ
の
項

に
お
い
て

「
給
料
基

礎
額
」
と

-
9

-

い
う
。

）
か
ら
当

該
額
に
1
0
0分

の
３
（
そ
の

職
務
の
級

が
１
級
で

あ
る
組
合

員
の
う
ち

そ
の
号
給

が
38
号
給

以
下
で
あ

る
も
の
（

以
下
「
特

定
職
員
」

と
い
う
。

）
に
あ
っ

て
は
、
1
0
0分

の
２
）
を
乗

じ
て

得
た
額

（
当
該
額
に
１
円
未

満
の
端
数

を
生
じ
た

と
き
は
、

こ
れ
を
切

り
捨
て
た

額
）
を
減

じ
た
額
と

す
る
。

た
だ
し
、

次
に
掲
げ

る
額
の
算

出
の
基
礎

と
な
る
給

料
月
額
は

、
給
料
基

礎
額
と
す

る
。

(１
)

手
当
の
額

(２
)

第
44
条
の

規
定
に
基

づ
き
、
給

与
条
例
第

16
条
第
２

項
の
規
定

の
例
に
よ

る
勤
務
１

時
間
当
た

り
の
給
与
額

４
特
例

期
間
に
お

け
る
組
合

員
の
期
末

手
当
及
び

勤
勉
手
当

の
額
に
つ

い
て
は
、

第
44
条
の

規
定
に
か

か
わ
ら

ず
、
雇
用

機
会
創
出

の
た
め
の

知
事
等
及

び
職
員
の

給
与
の
特

例
、
鳥
取

県
雇
用
機

会
創
出
支

援
基
金

の
設
置
並
び
に
職
員

の
定
数
等

の
特
例
に

関
す
る
条

例
（
平
成

14
年
鳥
取

県
条
例
第

４
号
）
第

７
条
第

１
項
第
１

号
に
掲
げ

る
者
（
特

定
職
員
に

あ
っ
て
は

、
同
項
第

３
号
に
掲

げ
る
者
）

の
例
に
よ

る
。

（
準
用
等

さ
れ
る
条

例
の
取
扱

い
）

５
こ
の

協
約
中
、

条
例
を
準

用
し
、
若

し
く
は
条

例
の
規
定

に
準
じ
、

又
は
条
例

の
適
用
を

受
け
る
者

の
例
に

よ
る
場
合
に
お
け
る

条
例
と
は

、
こ
の
協

約
の
締
結

の
日
に
お

い
て
準
用

等
さ
れ
る

条
例
を
い

う
。

（
協
約
原

本
の
作
成
）

６
こ
の

協
約
締
結

の
証
と
し

て
原
本
２

通
を
作
成

し
、
双
方

代
表
者
は

こ
の
協
約

の
末
尾
に

記
名
押
印

す
る
も

の
と
す
る
。

（
職
務
の

級
の
切
替
）

７
平
成

18
年
２
月

１
日
（
以

下
「
切
替

日
」
と
い

う
。
）
の

前
日
か
ら

引
き
続
き

在
職
す
る

職
員
で
あ

っ
て
同

日
に
お
い
て
そ
の
者

が
属
し
て

い
た
職
務

の
級
（
以

下
「
旧
職

務
の
級
」

と
い
う
。

）
が
附
則

別
表
第

１
に
掲
げ

ら
れ
て
い

る
も
の
の

切
替
日
に

お
け
る
職

務
の
級
（

以
下
「
新

職
務
の
級

」
と
い

う
。
）

は
、
当
該

職
員
に
適

用
さ
れ
る

職
員
の
区

分
、
旧
職

務
の
級
及

び
そ
の
者

が
切
替
日

の
前
日
に

お
い
て

受
け
て
い
た
号
給
又

は
給
料
月

額
（
以
下

「
旧
号
給

等
」
と
い

う
。
）
に

応
じ
、
同

表
の
新
職

務
の
級

の
欄
に
定

め
る
職
務

の
級
と
す

る
。

（
号
給
等

の
切
替
え

等
）

８
前
項

の
規
定
に

よ
り
新
職

務
の
級
を

定
め
ら
れ

る
職
員
の

う
ち
旧
号

給
等
が
附

則
別
表
第

２
の
期
間

の
区
分

の
欄
に
期

間
の
定
め

の
あ
る
旧

号
給
等
で

あ
る
も
の

の
切
替
日

に
お
け
る

号
給
又
は

給
料
月
額

（
以
下

「
新
号
給
等
」
と
い

う
。
）
は

、
旧
職
務

の
級
、
旧

号
給
等
及

び
旧
号
給

等
を
受
け

て
い
た
期

間
の
区

分
に
応
じ

、
同
表
の

新
号
給
等

の
欄
に
定

め
る
新
号

給
等
と
す

る
。

９
附
則

第
７
項
の

規
定
に
よ

り
新
職
務

の
級
を
定

め
ら
れ
る

職
員
の
う

ち
旧
号
給

等
が
附
則

別
表
第
２

の
期
間

の
区
分
の

欄
に
期
間

の
定
め
の

な
い
旧
号

給
等
で
あ

る
も
の
の

新
号
給
等

は
、
旧
職

務
の
級
及

び
旧
号

給
等
に
応

じ
、
同
表

の
新
号
給

等
の
欄
に

定
め
る
新

号
給
等
と

す
る
。

10
附
則

第
８
項
又
は
前
項
の

規
定
に
よ

り
新
号
給

等
を
決
定

さ
れ
る
職

員
の
当
該

新
号
給
等

を
受
け
る

期
間
に

通
算
さ
れ

る
こ
と
と

な
る
期
間

は
、
附
則

別
表
第
２

の
月
数
の

欄
に
月
数

の
定
め
の

な
い
職
員

に
あ
っ

て
は
切
替

日
の
前
日

に
お
い
て

そ
の
者
が

旧
号
給
等

を
受
け
て

い
た
期
間

（
以
下
「

切
替
前
昇

給
期
間

」
と
い
う
。
）
と
し

、
同
表
の

月
数
の
欄

に
月
数
の

定
め
の
あ

る
職
員
に

あ
っ
て
は

切
替
前
昇

給
期
間

に
当
該
月
数
の
欄
に

定
め
る
月

数
に
相
当

す
る
期
間

を
加
減
し

て
得
た
期

間
に
相
当

す
る
期
間

と
す
る

。
（
経
過
措

置
）

11
附
則

第
８
項
、

附
則
第
９

項
又
は
前

項
の
規
定

の
適
用
を

受
け
る
職

員
の
う
ち

、
こ
れ
ら

の
規
定
に

よ
り
定

め
ら
れ
る

切
替
日
に

お
け
る
給

料
月
額
（

以
下
「
切

替
日
給
料

月
額
」
と

い
う
。
）

が
切
替
日

の
前
日

に
受
け
て

い
た
給
料

月
額
（
以

下
「
切
替

前
給
料
月

額
」
と
い

う
。
）
に

達
し
な
い

こ
と
と
な

る
も
の

の
平
成
2
3
年
３
月
3
1
日
ま
で
の

間
の
給
料

月
額
は
、

第
28
条
の

規
定
に
か

か
わ
ら
ず

、
切
替
日

給
料
月

額
に
切
替

前
給
料
月

額
か
ら
切

替
日
給
料

月
額
を
差

し
引
い
た

額
に
附
則

別
表
第
３

の
左
欄
に

掲
げ
る

期
間
の
区

分
に
応
じ

同
表
の
右

欄
に
定
め

る
割
合
を

乗
じ
て
得

た
額
（
そ

の
額
に
１

円
未
満
の

端
数
が

あ
る
と
き

は
、
そ
の

端
数
を
切

り
捨
て
た

額
）
を
加

え
た
額
と

す
る
。
た

だ
し
、
当

該
額
が
第

28
条
の

規
定
に
よ

り
算
出
し

た
場
合
に

お
け
る
給

料
月
額
に

達
し
な
い

こ
と
と
な

る
場
合
に

は
、
当
該

給
料
月

額
に
達
し

な
い
こ
と

と
な
っ
た

日
以
後
の

給
料
月
額

に
つ
い
て

は
、
こ
の

限
り
で
な

い
。

12
前
項

の
規
定
の

適
用
を
受

け
る
職
員

に
対
す
る

第
44
条
及

び
第
5
1条

の
規
定
の

適
用
に
つ

い
て
は
、

退
職
手

当
に
係
る

部
分
（
職

員
の
退
職

手
当
に
関

す
る
条
例

の
一
部
を

改
正
す
る

条
例
（
平

成
18
年
鳥

取
県
条

例
第
4
5号

）
附
則
第

２
項
及
び

第
４
項
に

規
定
す
る

施
行
日
の

前
日
に
受

け
て
い
た

給
料
月
額

に
係
る

部
分
を
除

く
。
）
を

除
き
、
額

の
算
出
の

基
礎
と
す

る
給
料
月

額
は
前
項

の
規
定
に

よ
る
給
料

7



-
1
0

-

月
額
と

す
る
。

附
則
別
表

第
１
（
附

則
第
７
項

関
係
）

職
員
の
区

分
旧

職
務
の
級

号
給

又
は
給
料

月
額

新
職
務

の
級

1
1
号
給
以
下

の
号
給

１
級

１
級

1
2
号
給
か
ら

15
号
給
ま

で
の
号
給

２
級

再
任
用
職

員
1
6
号
給
以
上

の
号
給

３
級

以
外
の
職

員
２
級

３
級

３
級

３
級

第
１
類
の
給

料
月
額

１
級

再
任
用
職

員
１
級

第
２
類
の
給

料
月
額

２
級

第
３
類
の
給

料
月
額

３
級

附
則
別
表

第
２
（
附

則
第
８
項

－
附
則
第

10
項
関
係

）

旧
職
務

の
級

旧
号
給

等
期
間
の

区
分

新
号

給
等

月
数

月
１
級

６
号
給

３
号
給

７
号
給

４
号
給

８
号
給

５
号
給

９
号
給

６
号
給

1
0
号
給

７
号
給

1
1
号
給

８
号
給

1
2
号
給

３
号
給

1
3
号
給

４
号
給

1
4
号
給

５
号
給

1
5
号
給

６
号
給

1
6
号
給

４
号
給

1
7
号
給

５
号
給

1
8
号
給

６
号
給

1
9
号
給

７
号
給

2
0
号
給

８
号
給

2
2
号
給

９
号
給

６
月
未
満

９
号
給

＋
６

2
3
号
給

６
月
以
上

1
0号

給
－
６

６
月
未
満

1
0号

給
＋
６

2
4
号
給

６
月
以
上

1
1号

給
－
６

６
月
未
満

1
1号

給
＋
６

2
5
号
給

６
月
以
上

1
2号

給
－
６

2
7
号
給

1
2号

給
＋
６

2
8
号
給

1
3号

給

2
9
号
給

1
4号

給

-
1
1

-

3
0
号
給

1
5号

給

3
1
号
給

1
6号

給

3
2
号
給

1
7号

給

3
3
号
給

1
8号

給

3
4
号
給

1
9号

給

3
5
号
給

2
0号

給

２
級

1
7
号
給

1
7号

給

1
8
号
給

1
8号

給

1
9
号
給

1
9号

給

2
0
号
給

2
0号

給

2
1
号
給

2
1号

給

2
2
号
給

2
2号

給

2
3
号
給

2
3号

給

2
4
号
給

2
4号

給

2
5
号
給

2
5号

給

2
6
号
給

2
6号

給

2
7
号
給

2
7号

給

2
8
号
給

2
8号

給

３
級

1
2
月
未
満

2
6号

給
2
4
号
給

1
2
月
以
上

2
7号

給
－
1
2

６
月
未
満

2
7号

給
＋
６

2
5
号
給

６
月
以
上

2
8号

給
－
６

1
2
月
未
満

2
9号

給
4
29
,
20
0円

1
2
月
以
上

3
0号

給
－
1
2

1
2
月
未
満

3
1号

給
4
32
,
70
0円

1
2
月
以
上

3
2号

給
－
1
2

６
月
未
満

3
2号

給
＋
1
2

4
36
,
20
0円

６
月
以
上

3
1
8,
0
00
円

－
６

６
月
未
満

3
1
8,
0
00
円

＋
1
8

4
39
,
70
0円

６
月
以
上

3
1
9,
8
00
円

－
６

備
考

月
数
欄

の
「
＋
」

は
加
え
る

月
数
を
、

「
－
」
は

減
ず
る
月

数
を
示
す

。

8



-
1
2

-

附
則
別
表

第
３
（
附

則
第
1
1項

関
係
）

平
成
1
9
年
３
月
3
1
日
ま
で

1
00
分
の
1
0
0

平
成
1
9
年
４
月
１

日
か
ら
平

成
20
年
３

月
31
日
ま

で
1
00
分
の
8
0

平
成
2
0
年
４
月
１

日
か
ら
平

成
21
年
３

月
31
日
ま

で
1
00
分
の
6
0

平
成
2
1
年
４
月
１

日
か
ら
平

成
22
年
３

月
31
日
ま

で
1
00
分
の
4
0

平
成
2
2
年
４
月
１

日
か
ら
平

成
23
年
３

月
31
日
ま

で
1
00
分
の
2
0

附
則
（
平

成
18
年
３

月
28
日
）

（
施
行
期

日
等
）

１
こ
の

協
約
は
、

締
結
の
日

か
ら
施
行

す
る
。

２
こ
の

協
約
は
、

平
成
1
8年

４
月
１
日

か
ら
適
用

す
る
。

（
組
合
員

の
給
与
の

額
の
特
例

）
３

平
成

17
年
４
月

１
日
か
ら

平
成
2
0年

３
月
3
1日

ま
で
の
間

（
以
下
「

特
例
期
間

」
と
い
う

。
）
に
お

け
る
組

合
員
の
給

料
月
額
は

、
第
2
8条

第
１
項
及

び
第
７
項

並
び
に
労

働
協
約
（

平
成
1
8年

１
月
2
6

日
）
附

則
第
1
1項

及
び
労
働

協
約
（
平

成
18
年
３

月
28
日
）

附
則
第
８

項
の
規
定

に
か
か
わ

ら
ず
、
こ

れ
ら
の

規
定
に
よ

り
定
め
ら

れ
た
給
料

の
月
額
（

以
下
こ
の

項
に
お
い

て
「
給
料

基
礎
額
」

と
い

う
。
）

か
ら
当
該

額
に
1
00
分
の
３

（
そ
の
職

務
の
級
が

１
級
で
あ

る
組
合
員

の
う
ち
そ

の
号
給
が

38
号

給
以
下

で
あ
る
も

の
（
以
下

「
特
定
職

員
」
と
い

う
。
）
に

あ
っ
て
は

、
10
0
分
の
２
）

を
乗
じ
て

得
た

額
（
当

該
額
に
１

円
未
満
の

端
数
を
生

じ
た
と
き

は
、
こ
れ

を
切
り
捨

て
た
額
）

を
減
じ
た

額
と
す
る

。
た
だ
し

、
次
に
掲

げ
る
額
の

算
出
の
基

礎
と
な
る

給
料
月
額

は
、
給
料

基
礎
額
と

す
る
。

(１
)

手
当
の
額

(２
)

第
44
条
の

規
定
に
基

づ
き
、
給

与
条
例
第

16
条
第
２

項
の
規
定

の
例
に
よ

る
勤
務
１

時
間
当
た

り
の

給
与
額

（
職
務
の

級
の
切
替

え
）

４
組
合

員
の
平
成

18
年
４
月

１
日
（
以

下
「
適
用

日
」
と
い

う
。
）
に

お
け
る
職

務
の
級
（

以
下
「
新

級
」
と

い
う
。
）

は
、
適
用

日
の
前
日

に
お
い
て

そ
の
者
が

属
し
て
い

た
職
務
の

級
（
以
下

「
旧
級
」

と
い
う

。
）
に
応

じ
て
附
則

別
表
第
１

の
新
級
の

欄
に
定
め

る
職
務
の

級
と
す
る

。
（
号
給
の

切
替
え
）

５
組
合

員
の
適
用

日
に
お
け

る
号
給
（

以
下
「
新

号
給
」
と

い
う
。
）

は
、
次
項

に
規
定
す

る
組
合
員

を
除
き

、
旧
級
、

適
用
日
の

前
日
に
お

い
て
そ
の

者
が
受
け

て
い
た
号

給
（
以
下

「
旧
号
給

」
と
い

う
。
）

及
び
そ
の

者
が
旧
号

給
を
受
け

て
い
た
期

間
に
応
じ

て
附
則
別

表
第
２
に

定
め
る
号

給
と
す
る

。
６

適
用

日
の
前
日

に
お
い
て

給
料
表
に

定
め
る
職

務
の
級
に

お
け
る
最

高
の
号
給

を
超
え
る

給
料
月
額

を
受
け

て
い
た
職

員
の
新
号

給
は
、
新

級
に
お
け

る
最
高
の

号
給
と
す

る
。

（
施
行
日

前
の
異
動

者
の
号
給

の
調
整
）

７
施
行

日
前
に
職

務
の
級
を

異
に
し
て

異
動
し
た

職
員
及
び

こ
れ
に
準

ず
る
も
の

と
し
て
鳥

取
県
教
育

委
員
会

が
定
め
る

職
員
の
新

号
給
に
つ

い
て
は
、

そ
の
者
が

施
行
日
に

お
い
て
職

務
の
級
を

異
に
す
る

異
動
等

を
し
た
も

の
と
し
た

場
合
と
の

権
衡
上
必

要
と
認
め

ら
れ
る
限

度
に
お
い

て
、
必
要

な
調
整
を

行
う
こ

と
が
で
き

る
。

（
給
料
の

切
替
え
に

伴
う
経
過

措
置
）

８
適
用

日
の
前
日

か
ら
引
き

続
き
給
料

表
の
適
用

を
受
け
る

職
員
で
、

そ
の
者
の

受
け
る
給

料
月
額
が

適
用
日

の
前
日
に

お
い
て
そ

の
者
が
受

け
て
い
た

給
料
月
額

（
労
働
協

約
（
平
成

18
年
１
月

26
日
）
附

則
第
1
1
項
本
文
に

規
定
す
る

職
員
に
あ

っ
て
は
、

同
項
の
規

定
の
適
用

が
な
か
っ

た
も
の
と

し
た
場
合

の
給
料

月
額
）
に

達
し
な
い

こ
と
と
な

る
職
員
に

は
、
給
料

月
額
の
ほ

か
、
そ
の

差
額
に
相

当
す
る
額

を
給
料

と
し
て
支

給
す
る
。

附
則
別
表

第
１
（
附

則
第
４
項

関
係
）

給
料

表
旧

級
新

級

１
級

１
級

現
業
職
給
料

表
２
級

３
級

２
級

-
1
3

-

附
則
別
表

第
２
（
附

則
第
５
項

関
係
）

旧
級

旧
号

１
級

２
級

３
級

給
経

過
期

間

３
月

未
満

１
３

月
以

上
６

月
未

満
２

１
６

月
以

上
９

月
未

満
３

９
月

以
上

1
2
月

未
満

４
1
2
月

以
上

５
３

月
未

満
１

2
5

５
３

月
以

上
６

月
未

満
２

2
6

６
２

６
月

以
上

９
月

未
満

３
2
7

７
９

月
以

上
1
2
月

未
満

４
2
8

８
1
2
月

以
上

５
2
9

９
３

月
未

満
５

2
9

９
３

月
以

上
６

月
未

満
６

3
0

1
0

３
６

月
以

上
９

月
未

満
７

3
1

1
1

９
月

以
上

1
2
月

未
満

８
3
2

1
2

1
2
月

以
上

９
3
3

1
3

３
月

未
満

９
3
3

1
3

３
月

以
上

６
月

未
満

1
0

3
4

1
4

４
６

月
以

上
９

月
未

満
1
1

3
5

1
5

９
月

以
上

1
2
月

未
満

1
2

3
6

1
6

1
2
月

以
上

1
3

3
7

1
7

３
月

未
満

1
3

3
7

1
7

３
月

以
上

６
月

未
満

1
4

3
8

1
8

５
６

月
以

上
９

月
未

満
1
5

3
9

1
9

９
月

以
上

1
2
月

未
満

1
6

4
0

2
0

1
2
月

以
上

1
7

4
1

2
1

３
月

未
満

1
7

4
1

2
1

３
月

以
上

６
月

未
満

1
8

4
2

2
2

６
６

月
以

上
９

月
未

満
1
9

4
3

2
3

９
月

以
上

1
2
月

未
満

2
0

4
4

2
4

1
2
月

以
上

2
1

4
5

2
5

３
月

未
満

2
1

4
5

2
5

３
月

以
上

６
月

未
満

2
2

4
6

2
6

７
６

月
以

上
９

月
未

満
2
3

4
7

2
7

９
月

以
上

1
2
月

未
満

2
4

4
8

2
8

1
2
月

以
上

2
5

4
9

2
9

３
月

未
満

2
5

4
9

2
9

３
月

以
上

６
月

未
満

2
6

5
0

3
0

８
６

月
以

上
９

月
未

満
2
7

5
1

3
1

９
月

以
上

1
2
月

未
満

2
8

5
2

3
2

1
2
月

以
上

2
9

5
3

3
3

３
月

未
満

2
9

5
3

3
3

３
月

以
上

６
月

未
満

2
9

5
4

3
4

９
６

月
以

上
９

月
未

満
3
0

5
5

3
5

９
月

以
上

1
2
月

未
満

3
0

5
6

3
6

1
2
月

以
上

3
1

5
7

3
7

３
月

未
満

3
1

5
7

3
7

３
月

以
上

６
月

未
満

3
1

5
8

3
8

1
0

６
月

以
上

９
月

未
満

3
2

5
9

3
9

９
月

以
上

1
2
月

未
満

3
2

6
0

4
0

1
2
月

以
上

3
3

6
1

4
1

３
月

未
満

3
3

6
1

4
1

３
月

以
上

６
月

未
満

3
3

6
2

4
2

1
1

６
月

以
上

９
月

未
満

3
3

6
3

4
3

９
月

以
上

1
2
月

未
満

3
4

6
4

4
4

1
2
月

以
上

3
4

6
5

4
5

３
月

未
満

3
4

6
5

4
5

３
月

以
上

６
月

未
満

3
4

6
6

4
6

1
2

６
月

以
上

９
月

未
満

3
5

6
7

4
7

９
月

以
上

1
2
月

未
満

3
5

6
8

4
8

1
2
月

以
上

3
5

6
9

4
9

３
月

未
満

3
5

6
9

4
9

３
月

以
上

６
月

未
満

3
6

7
0

5
0

1
3

６
月

以
上

９
月

未
満

3
6

7
1

5
1

９
月

以
上

1
2
月

未
満

3
6

7
2

5
2

1
2
月

以
上

3
7

7
3

5
3
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３
月

未
満

3
7

7
3

5
3

３
月

以
上

６
月

未
満

3
7

7
4

5
4

1
4

６
月

以
上

９
月

未
満

3
7

7
5

5
5

９
月

以
上

1
2
月

未
満

3
7

7
6

5
6

1
2
月

以
上

3
8

7
7

5
7

３
月

未
満

3
8

7
7

5
7

３
月

以
上

６
月

未
満

3
8

7
8

5
8

1
5

６
月

以
上

９
月

未
満

3
8

7
9

5
9

９
月

以
上

1
2
月

未
満

3
8

8
0

6
0

1
2
月

以
上

3
9

8
1

6
1

３
月

未
満

3
9

8
1

6
1

３
月

以
上

６
月

未
満

3
9

8
2

6
2

1
6

６
月

以
上

９
月

未
満

3
9

8
3

6
3

９
月

以
上

1
2
月

未
満

3
9

8
4

6
4

1
2
月

以
上

4
0

8
5

6
5

３
月

未
満

8
5

6
5

３
月

以
上

６
月

未
満

8
6

6
6

1
7

６
月

以
上

９
月

未
満

8
7

6
7

９
月

以
上

1
2
月

未
満

8
8

6
8

1
2
月

以
上

8
9

6
9

３
月

未
満

8
9

6
9

３
月

以
上

６
月

未
満

9
0

7
0

1
8

６
月

以
上

９
月

未
満

9
1

7
1

９
月

以
上

1
2
月

未
満

9
2

7
2

1
2
月

以
上

9
3

7
3

３
月

未
満

9
3

7
3

３
月

以
上

６
月

未
満

9
3

7
4

1
9

６
月

以
上

９
月

未
満

9
3

7
5

９
月

以
上

1
2
月

未
満

9
3

7
6

1
2
月

以
上

9
3

7
7

３
月

未
満

7
7

３
月

以
上

６
月

未
満

7
8

2
0

６
月

以
上

９
月

未
満

7
9

９
月

以
上

1
2
月

未
満

8
0

1
2
月

以
上

8
1

３
月

未
満

8
1

３
月

以
上

６
月

未
満

8
2

2
1

６
月

以
上

９
月

未
満

8
3

９
月

以
上

1
2
月

未
満

8
4

1
2
月

以
上

8
5

３
月

未
満

8
5

３
月

以
上

６
月

未
満

8
6

2
2

６
月

以
上

９
月

未
満

8
7

９
月

以
上

1
2
月

未
満

8
8

1
2
月

以
上

8
9

３
月

未
満

8
9

３
月

以
上

６
月

未
満

9
0

2
3

６
月

以
上

９
月

未
満

9
1

９
月

以
上

1
2
月

未
満

9
2

1
2
月

以
上

9
3

３
月

未
満

9
3

３
月

以
上

６
月

未
満

9
4

2
4

６
月

以
上

９
月

未
満

9
5

９
月

以
上

1
2
月

未
満

9
6

1
2
月

以
上

9
7

３
月

未
満

9
7

３
月

以
上

６
月

未
満

9
8

2
5

６
月

以
上

９
月

未
満

9
9

９
月

以
上

1
2
月

未
満

1
0
0

1
2
月

以
上

1
0
1

３
月

未
満

1
0
1

３
月

以
上

６
月

未
満

1
0
2

2
6

６
月

以
上

９
月

未
満

1
0
3

９
月

以
上

1
2
月

未
満

1
0
4

1
2
月

以
上

1
0
5

３
月

未
満

1
0
5

３
月

以
上

６
月

未
満

1
0
6

2
7

６
月

以
上

９
月

未
満

1
0
7

９
月

以
上

1
2
月

未
満

1
0
8

1
2
月

以
上

1
0
9

-
1
5

-

３
月

未
満

1
0
9

３
月

以
上

６
月

未
満

1
1
0

2
8

６
月

以
上

９
月

未
満

1
1
1

９
月

以
上

1
2
月

未
満

1
1
2

1
2
月

以
上

1
1
3

３
月

未
満

1
1
3

３
月

以
上

６
月

未
満

1
1
4

2
9

６
月

以
上

９
月

未
満

1
1
5

９
月

以
上

1
2
月

未
満

1
1
6

1
2
月

以
上

1
1
7

３
月

未
満

1
1
7

３
月

以
上

６
月

未
満

1
1
8

3
0

６
月

以
上

９
月

未
満

1
1
9

９
月

以
上

1
2
月

未
満

1
2
0

1
2
月

以
上

1
2
1

３
月

未
満

1
2
1

３
月

以
上

６
月

未
満

1
2
2

3
1

６
月

以
上

９
月

未
満

1
2
3

９
月

以
上

1
2
月

未
満

1
2
4

1
2
月

以
上

1
2
5

３
月

未
満

1
2
5

３
月

以
上

６
月

未
満

1
2
5

3
2

６
月

以
上

９
月

未
満

1
2
5

９
月

以
上

1
2
月

未
満

1
2
5

1
2
月

以
上

1
2
5

附
則
（
平

成
18
年
1
2
月
20
日
）

こ
の
協

約
は
、
締

結
の
日
の

属
す
る
月

の
翌
月
の

初
日
（
締

結
の
日
が

月
の
初
日

で
あ
る
と

き
は
、
そ

の
日
）
か

ら
適
用
す

る
。

附
則
（
平

成
19
年
３

月
26
日
）

こ
の
協

約
は
、
平

成
19
年
４

月
１
日
か

ら
適
用
す

る
。

附
則
（
平

成
19
年
1
2
月

日
）

こ
の
協

約
は
、
締

結
の
日
か

ら
適
用
す

る
。
た
だ

し
、
第
4
5
条
の
育
児

休
業
法
第

18
条
第
１

項
に
係
る

適
用
除
外

部
分
及
び

第
47
条
の

規
定
に
つ

い
て
は
平

成
20
年
４

月
１
日
か

ら
適
用
す

る
。
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別
表

第
１
（
第

28
条
関
係

）

現
業

職
給
料
表

職
務
の

級
１
級

２
級

３
級

職
員

の
区
分

号
給

給
料
月

額
給
料

月
額

給
料
月
額

円
円

円
１

1
3
4,
0
00

18
3,
8
00

22
1
,1
0
0

２
1
3
5,
1
00

18
5,
6
00

22
3
,0
0
0

３
1
3
6,
2
00

18
7,
4
00

22
4
,9
0
0

４
1
3
7,
3
00

18
9,
2
00

22
6
,8
0
0

５
1
3
8,
4
00

19
0,
8
00

22
8
,6
0
0

６
1
3
9,
5
00

19
2,
6
00

23
0
,6
0
0

７
1
4
0,
6
00

19
4,
4
00

23
2
,6
0
0

８
1
4
1,
7
00

19
6,
2
00

23
4
,6
0
0

９
1
4
2,
8
00

19
8,
0
00

23
6
,6
0
0

10
1
4
4,
1
00

19
9,
8
00

23
8
,6
0
0

11
1
4
5,
4
00

20
1,
6
00

24
0
,6
0
0

12
1
4
6,
7
00

20
3,
4
00

24
2
,6
0
0

13
1
4
8,
0
00

20
5,
0
00

24
4
,6
0
0

14
1
4
9,
5
00

20
6,
9
00

24
6
,6
0
0

15
1
5
1,
0
00

20
8,
8
00

24
8
,6
0
0

16
1
5
2,
5
00

21
0,
7
00

25
0
,6
0
0

17
1
5
3,
8
00

21
2,
6
00

25
2
,6
0
0

18
1
5
5,
3
00

21
4,
6
00

25
4
,6
0
0

19
1
5
6,
8
00

21
6,
6
00

25
6
,6
0
0

20
1
5
8,
3
00

21
8,
6
00

25
8
,6
0
0

21
1
5
9,
7
00

22
0,
4
00

26
0
,5
0
0

22
1
6
2,
3
00

22
2,
4
00

26
2
,4
0
0

23
1
6
4,
9
00

22
4,
4
00

26
4
,3
0
0

24
1
6
7,
5
00

22
6,
4
00

26
6
,2
0
0

25
1
7
0,
2
00

22
8,
3
00

26
8
,2
0
0

26
1
7
1,
9
00

23
0,
2
00

27
0
,1
0
0

27
1
7
3,
6
00

23
2,
1
00

27
2
,0
0
0

28
1
7
5,
3
00

23
4,
0
00

27
3
,9
0
0

29
1
7
6,
8
00

23
5,
7
00

27
5
,8
0
0

30
1
7
8,
6
00

23
7,
3
00

27
7
,7
0
0

31
1
8
0,
4
00

23
8,
9
00

27
9
,6
0
0

32
1
8
2,
2
00

24
0,
5
00

28
1
,5
0
0

33
1
8
3,
8
00

24
2,
1
00

28
3
,2
0
0

34
1
8
5,
3
00

24
3,
7
00

28
5
,1
0
0

35
1
8
6,
8
00

24
5,
3
00

28
7
,0
0
0

36
1
8
8,
3
00

24
6,
9
00

28
8
,9
0
0

37
1
8
9,
6
00

24
8,
4
00

29
0
,6
0
0

38
1
9
0,
9
00

25
0,
0
00

29
2
,4
0
0

39
1
9
2,
2
00

25
1,
6
00

29
4
,2
0
0

40
1
9
3,
5
00

25
3,
2
00

29
6
,0
0
0

41
1
9
4,
9
00

25
4,
6
00

29
7
,9
0
0

42
1
9
6,
2
00

25
6,
0
00

29
9
,6
0
0

43
1
9
7,
5
00

25
7,
4
00

30
1
,3
0
0

44
1
9
8,
8
00

25
8,
8
00

30
3
,0
0
0

45
2
0
0,
0
00

26
0,
1
00

30
4
,7
0
0

46
2
0
1,
3
00

26
1,
5
00

30
6
,4
0
0

-
1
7

-

47
2
0
2,
6
00

26
2,
9
00

30
8
,1
0
0

48
2
0
3,
9
00

26
4,
3
00

30
9
,8
0
0

49
2
0
5,
1
00

26
5,
6
00

31
1
,3
0
0

50
2
0
6,
3
00

26
6,
9
00

31
2
,9
0
0

51
2
0
7,
5
00

26
8,
2
00

31
4
,5
0
0

52
2
0
8,
7
00

26
9,
5
00

31
6
,1
0
0

53
2
1
0,
0
00

27
0,
6
00

31
7
,8
0
0

54
2
1
1,
1
00

27
1,
9
00

31
9
,4
0
0

55
2
1
2,
2
00

27
3,
2
00

32
1
,0
0
0

56
2
1
3,
3
00

27
4,
5
00

32
2
,6
0
0

57
2
1
4,
4
00

27
5,
7
00

32
4
,1
0
0

58
2
1
5,
5
00

27
6,
8
00

32
5
,3
0
0

59
2
1
6,
6
00

27
7,
9
00

32
6
,5
0
0

60
2
1
7,
7
00

27
9,
0
00

32
7
,7
0
0

61
2
1
8,
8
00

28
0,
2
00

32
8
,8
0
0

再
任

用
62

2
1
9,
9
00

28
1,
2
00

32
9
,8
0
0

職
員

以
63

2
2
1,
0
00

28
2,
2
00

33
0
,8
0
0

外
の

職
64

2
2
2,
1
00

28
3,
2
00

33
1
,8
0
0

員
65

2
2
3,
0
00

28
4,
2
00

33
2
,7
0
0

66
2
2
4,
1
00

28
5,
1
00

33
3
,5
0
0

67
2
2
5,
2
00

28
6,
0
00

33
4
,3
0
0

68
2
2
6,
3
00

28
6,
9
00

33
5
,1
0
0

69
2
2
7,
3
00

28
7,
9
00

33
6
,0
0
0

70
2
2
8,
1
00

28
8,
7
00

33
6
,7
0
0

71
2
2
8,
9
00

28
9,
5
00

33
7
,4
0
0

72
2
2
9,
7
00

29
0,
3
00

33
8
,1
0
0

73
2
3
0,
5
00

29
1,
1
00

33
8
,6
0
0

74
2
3
1,
2
00

29
1,
6
00

33
9
,2
0
0

75
2
3
1,
9
00

29
2,
1
00

33
9
,8
0
0

76
2
3
2,
6
00

29
2,
6
00

34
0
,4
0
0

77
2
3
3,
4
00

29
3,
0
00

34
0
,8
0
0

78
2
3
4,
2
00

29
3,
4
00

34
1
,3
0
0

79
2
3
5,
0
00

29
3,
8
00

34
1
,8
0
0

80
2
3
5,
8
00

29
4,
2
00

34
2
,3
0
0

81
2
3
6,
5
00

29
4,
5
00

34
2
,8
0
0

82
2
3
7,
2
00

29
4,
9
00

34
3
,3
0
0

83
2
3
7,
9
00

29
5,
3
00

34
3
,8
0
0

84
2
3
8,
6
00

29
5,
7
00

34
4
,3
0
0

85
2
3
9,
4
00

29
6,
0
00

34
4
,8
0
0

86
2
4
0,
1
00

29
6,
4
00

34
5
,3
0
0

87
2
4
0,
8
00

29
6,
8
00

34
5
,8
0
0

88
2
4
1,
5
00

29
7,
2
00

34
6
,3
0
0

89
2
4
2,
3
00

29
7,
5
00

34
6
,7
0
0

90
2
4
2,
8
00

29
7,
9
00

34
7
,2
0
0

91
2
4
3,
3
00

29
8,
3
00

34
7
,7
0
0

92
2
4
3,
8
00

29
8,
7
00

34
8
,2
0
0

93
2
4
4,
1
00

29
8,
9
00

34
8
,5
0
0

94
29
9,
3
00

34
9
,0
0
0

95
29
9,
7
00

34
9
,5
0
0

96
30
0,
1
00

35
0
,0
0
0

97
30
0,
3
00

35
0
,3
0
0

98
30
0,
7
00

35
0
,8
0
0

99
30
1,
1
00

35
1
,3
0
0

10
0

30
1,
5
00

35
1
,8
0
0

10
1

30
1,
7
00

35
2
,1
0
0
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10
2

30
2,
1
00

35
2
,5
0
0

10
3

30
2,
5
00

35
2
,9
0
0

10
4

30
2,
9
00

35
3
,3
0
0

10
5

30
3,
1
00

35
3
,8
0
0

10
6

30
3,
5
00

35
4
,2
0
0

10
7

30
3,
9
00

35
4
,6
0
0

10
8

30
4,
3
00

35
5
,0
0
0

10
9

30
4,
5
00

35
5
,5
0
0

11
0

30
4,
9
00

35
5
,9
0
0

11
1

30
5,
3
00

35
6
,3
0
0

11
2

30
5,
7
00

35
6
,7
0
0

11
3

30
5,
9
00

35
7
,2
0
0

11
4

30
6,
3
00

35
7
,6
0
0

11
5

30
6,
7
00

35
8
,0
0
0

11
6

30
7,
1
00

35
8
,4
0
0

11
7

30
7,
3
00

35
8
,9
0
0

11
8

30
7,
6
00

11
9

30
7,
9
00

12
0

30
8,
2
00

12
1

30
8,
6
00

12
2

30
8,
9
00

12
3

30
9,
2
00

12
4

30
9,
5
00

12
5

30
9,
9
00

再
任

用
1
8
6,
8
00

21
4,
6
00

25
9
,0
0
0

職
員

別
表
第
２

(第
2
8
条
関
係
）

級
別

職
務

分
類

表

職
務
の
級

職
務

１
級

自
動
車

整
備
士
、

運
転
士
、

現
業
主
事

又
は
学
校

技
能
主
事

の
職
務

困
難
な

業
務
を
行

う
自
動
車

整
備
士
、

運
転
士
、

現
業
主
事

又
は
学
校

技
能
主
事

の
２

級
職
務

３
級

学
校
技

能
班
長
又

は
学
校
技

能
副
班
長

の
職
務

-
1
9

-

別
表
第
３

(第
2
8
条
関
係
)

経
験

年
数

換
算

表

区
分

換
算
率

臨
時
的

任
用
職
員
と
し
て
本

県
に
勤
務

し
た
期
間

1
0

割

国
家
公

務
員
の
期

間
及

職
務
の
内
容

が
同
種
と

み
な

1
0

割
び
他
の

地
方
公
共

団
体

さ
れ
る
期
間

又
は
政

府
若
し
く

は
県

の
関
係

機
関
に
勤

務
し

職
務
の
内
容

が
同
種
と

み
な

８
割

た
期
間

さ
れ
な
い
期

間
民
間
企

業
に
勤
務
し
た

職
務
の
内
容

が
同
種
と

み
な

1
0

割
期
間

さ
れ
る
期
間

職
務
の
内
容

が
同
種
と

み
な

８
割

さ
れ
な
い
期

間
学
校
又

は
講
習
所
等
の

国
立
又
は
公

立
の
学
校

、
講

1
0

割
定

時
制
の
学

校
又
は
講

習
所
の

期
間

習
所
、
私
立

学
校
法
に

よ
る

在
学
期
間
に

つ
い
て
は

、
同
資

学
校
若
し
く

は
各
種
学

校
の

格
の
他
の
全

日
制
の
学

校
の
修

在
学
期
間

業
年
限
と
定

時
制
の
学

校
又
は

講
習
所
の
修

業
年
限
と

の
比
を

在
学
し
た
期

間
に
乗
じ

て
得
た

期
間
と
す
る

。
繰

上
げ
卒
業

と
な
っ
た

場
合

1
0

割
こ

の
場
合
の

経
験
年
数

は
、
規

の
繰
上
げ
ら

れ
た
期
間

定
の
修
業
年

限
を
終
わ

っ
た
時

か
ら
起
算
す

る
。

中
途
退
学
の

場
合
の
在

学
期

1
0

割
間

そ
の
他

の
期
間

職
務
の
内
容

が
同
種
と

み
な

８
割

さ
れ
る
期
間

職
務
の
内
容

が
同
種
と

み
な

５
割

さ
れ
な
い
期

間
備
考

日
本
た

ば
こ
産

業
株
式

会
社
法

（
昭
和

59
年
法

律
第
6
9号

）
附

則
第
1
2
条
第
１
項

の
規

定
に
よ

る
解
散

前
の

日
本

専
売
公

社
、

日
本
電
信

電
話

株
式
会

社
法
（

昭
和
5
9年

法
律
第

85
号
）

附
則
第

４
条
第

１
項
の

規
定
に

よ
る

解
散

前
の
日

本
電
信
電
話
公

社
、

日
本
国

有
鉄
道

改
革
法

（
昭
和

61
年
法
律

第
8
7号

）
附
則

第
２
項

の
規
定

に
よ

る
解

散
前
の

日
本

国
有
鉄
道

、
日

本
国
有

鉄
道
精

算
事
業

団
法
（

昭
和
6
1年

法
律

第
90
号
）

に
よ
る

日
本
国

有
鉄

道
清

算
事
業

団
及

び
地
方
公

共
団

体
の
公

社
・
事

業
団
の

職
員
と

し
て
の

在
職
期

間
を
有

す
る
者

に
経
験

年
数
換

算
表

を
適
用

す
る
場
合
に
は

、
当

該
在
職

期
間
を

同
表
の

「
政
府

若
し
く

は
県
の

関
係
機

関
」
の

職
員
と

し
て
の

在
職

期
間
と

し
て
取
り
扱
う

こ
と

が
で
き

る
。
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-
2
0

-

別
紙
様
式

第
１
(
第
1
7条

関
係
)

苦
情

申
立

書

件
名

苦
情

の
概

要

処
理

要
望

事
項 年

月
日

所
属

学
校

職
氏

名
印

殿

-
2
1

-

別
紙
様
式

第
２
(
第
3
6条

関
係
)

特
殊

勤
務

実
績

簿

（
月
分
）

所
属

職
氏

特
殊
勤
務
実
績
簿

部
課

名
名

所
属

直
接
監

作
業

に
従

事
し

た
時

間
従
事

日
曜

従
事
場
所

従
事
内
容

備
考

長
印

督
者
印

時
時

時
間

数
者
印

１
か
ら

ま
で

２ ３ ４ ５ 28 29 30 31

日
条

例
第

条
第

項
第

号
に

つ
き

円
円

回 日
条

例
第

条
第

項
第

号
に

つ
き

円
円

計
回

合
計

支
給
額

日
条

例
第

条
第

項
第

号
に

つ
き

円
円

円
円

回 日
条

例
第

条
第

項
第

号
に

つ
き

円
円

回

備
考

所
属
長
は

、
必
要
に

応
じ
こ
の

様
式
に
所

要
の
調
整

を
加
え
る

こ
と
が
で

き
る
。
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-
2
2

-

平
成
１
９

年
１
２
月

日

鳥
取

県
教

育
委

員
会

委
員

長
山

田
修

平

鳥
取

県
高

等
学

校
現

業
職

員
労

働
組

合

執
行

委
員

長
大

本
正

史

14


